
 

 

 

  

 

 

 

大飯発電所３、４号機の特定重大事故等対処施設に関する 
設計及び工事計画認可（第２回）について 

 
 

                       ２０２１年８月２５日 
                          関西電力株式会社 

 
 
 

当社は、２０２１年８月２４日、原子力規制委員会から、大飯発電所３、

４号機の特定重大事故等対処施設※に関する設計及び工事計画認可申請（第

２回）について認可をいただきました。 

 

当社は引き続き、特定重大事故等対処施設の工事について、安全最優先で
進めてまいります。 

 

 
※原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を
冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止す
るための機能を有する施設であり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造
及び設備の基準に関する規則」に基づき、本体施設の工事計画認可（大飯発電所３、４
号機：２０１７年８月２５日）から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）内に設置す
ることが求められているものです。 
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添付資料：大飯発電所３、４号機の特定重大事故等対処施設に関する 

設計及び工事計画認可申請の概要  
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

添付資料

大飯発電所３、４号機の特定重大事故等対処施設に関する
設計及び工事計画認可申請の概要

１．設計及び工事計画認可申請の状況
申請内容 申請する主な設備 申請日

および補正日

・設備に対する基本設計方針の策定

・各機器の名称、種類、容量、
寸法等を記載した要目表の策定

・基準地震動に基づく耐震評価資料
の策定等

・各機器の詳細図面の策定

【第１回】
○ 減圧操作設備

・原子炉の減圧を操作する設備

○ 注水設備（配管等）
・格納容器スプレイや格納容器下部等への注水設備のうち、既設建屋内
の一部の配管等

○ 原子炉格納容器過圧破損防止設備（フィルタベント）
・原子炉格納容器内の空気を放出し、内圧を低減させる設備

○ 水素爆発による原子炉格納容器の破損防止設備

(申請)
2020. 3. 6

(補正)
2020. 4.14
2020.12.14

(認可)
2020.12.22

【第２回】（今回認可）
○ 緊急時制御室
○ 電源設備、計装設備、通信連絡設備
○ 注水設備（ポンプ、水源等）

・格納容器スプレイや格納容器下部等への注水設備のうち、ポンプおよび
一部の配管、水源等

(申請)
2020. 8.26

(補正)
2021. 4.30
2021. 8.13

(認可)
2021. 8.24

【特定重大事故等対処施設の主な設備の概要図】
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：既認可範囲

２．運用開始時期
大飯発電所３号機 ２０２２年１２月頃※

大飯発電所４号機 ２０２２年 ８月頃※

※設置期限：２０２２年 ８月２４日
特定重大事故等対処施設は、本体施設の工事計画認可(2017年8月25日)から５年間の経過措置期間
(法定猶予期間)までに設置することが要求されている。

：今回認可範囲


